
証券コード：8585

第60期  定時株主総会

※株主総会にご出席の株主さまへのお土産のご用意はござい
　ません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

2020年６月26日（金曜日）午前10時
※受付開始は、午前９時を予定しております。

開催日時

東京都千代田区麹町５丁目２番地１
当社本社３階大会議室

開催場所

第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役３名選任の件
第３号議案　監査役２名選任の件

決議事項

招集ご通知
新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、株主の皆さまのご健康に配慮し感
染リスクを低減するため、以下のとおりご案内申しあげます。
・ 株主総会当日のご来場を見合わせていただき、可能な限り、インターネット

又は書面によって議決権を行使いただくことをご検討ください。
・ 特に、体調のすぐれない方や基礎疾患がある方、ご高齢の方等におかれまし

ては、会場へのご来場をお控えいただきますようお願い申しあげます。
・ ご来場される株主さまにおかれましては、マスクのご着用やアルコール消毒

液のご使用、また当社入口において、サーモグラフィ等での検温にご協力い
ただき、発熱や体調不良と見受けられる方についてはご入場をお控えいただ
く場合がございますので、予めご了承ください。

・ なお、会場内の座席数は、例年に比べ大幅に減少しております。満席となりま
した場合は、大変恐縮ですがご入場いただけませんので予めご了承ください。



　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　当社第60期定時株主総会を2020年６月26日（金曜日）に開催
いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。
　株主総会の議案及び第60期の事業の概要につきご説明申しあげ
ますので、ご覧くださいますようお願い申しあげます。

2020年６月

代表取締役会長

株 主 の 皆 さ ま へ
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第60期定時株主総会の模様を、当社ウェブサイトにて後日配信いたします。

https://www.orico.co.jp/company/ir/stock/meeting/
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わたしたちは信頼関係を大切にし、
お客さまの豊かな人生の実現を通じて
社会に貢献する企業をめざします。

基本理念

あなたが何かをかなえようとするとき。
自信をもって一歩前へ踏み出せるように、オリコはそっと後押ししたい。
めざすのは、期待に応えることよりも期待を上回ること。
さまざまな金融サービスをもっと便利に。
そしてより確かな安全と安心を。
いまこの瞬間もオリコは、あなたの「かなえる」のそばで挑戦を続けています。

かなえる、のそばに。

経営方針 常にお客さまの立場を考えたサービスを提供する。
創造力豊かで挑戦する勇気のある人を育てる。
人間性を尊重し風通しの良い魅力ある職場をつくる。

１.
２.
３.

行動指針 情報を大切にし迅速に行動しよう。
親切、丁寧、誠実な応対を心がけよう。
堅実な与信で健全な資産をつくろう。
常に効率性を考えコスト意識を持とう。
社会に貢献する良き市民となろう。

１.
２.
３.
４.
５.

理 念

ブランドスローガン
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めざす姿

真に社会から存在意義を認められ、分割・決済ニーズのあるお客さまに最高の金融サービス・商品を
提供することにより、お客さまの豊かな生活と夢の実現に貢献

お客さまの「かなえる」のそばで挑戦・成長し続ける企業

中期経営方針では、６つの基本戦略に基づくアプローチを徹底し、強固な収益体質の再構築と
新たなビジネスモデルの創出に向け、全社一体となった取組を進めております。

中期経営方針

“新時代のオリコ”に向けた強固な収益体質の再構築と
新たなビジネスモデルの創出

Innovation for Next Orico

サステナビリティ
取組強化

デジタル
イノベーション
の実践

プロセス
イノベーション
の実践

アジアへの
事業展開
の拡大

オリコグループ
のシナジー拡大

コンサルティング
営業の強化

Innovation
for 

Next Orico
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中期経営方針につきまして、詳しくは当社ホームページをご覧ください。

https://www.orico.co.jp/company/ir/managementplan/

経営目標の進捗状況

Ⅰ種優先株式 2019年11月に一部償還（150億円）を実施。残高は350億円に。

経常利益 ROE営業収益一般経費率

（億円）

19/3期

経営目標

350
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350億円以上

0 20/3期 22/3期

（億円）

19/3期
※繰延税金資産の追加計上による影響を除く。

経営目標

10%

5%

10%以上

0% 20/3期 22/3期

営業収益 一般経費

19/3期

経営目標

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

60%未満

20/3期 22/3期

5.5％※

8.1％

219
244

2,333
2,431

1,471 1,504

63.1％ 61.9％

　中期経営方針初年度である2020年３月期におきましては、６つの基本戦略に基づくアプローチを徹底
してまいりました。
　プロセスイノベーションの実践では、業務自動化・効率化によるコスト最適化への取組、コンサルティ
ング営業の強化では、地域企業や金融機関への徹底したマーケットインの取組によるビジネスチャンス
への迅速な対応など、その取組は着実に進捗しており、2022年３月期の経営目標に向け、順調なスター
トを切ることができたと考えております。
　足元は新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい環境ではありますが、当社は、“Innovation for 
Next Orico”の基本方針に則り、新型コロナウイルス感染症の収束後に想定される消費行動の変化に柔
軟に対応しつつ、持続的成長と企業価値の更なる向上をめざしてまいります。
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－第60期定時株主総会招集ご通知－
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第60期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本年は、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況に鑑み、ご自身の健康状態にご
留意いただき、体調がすぐれない場合やご高齢の方、基礎疾患のある方等におかれまして
は、ご無理をなさらず株主総会へのご来場を見合わせていただくことをご検討ください。

　なお、書面又は電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますの
で、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、以下のいずれかの方法
により株主総会直前の営業時間終了時である2020年６月25日（木曜日）午後５時30分まで
に議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。
▪書面による議決権行使の場合
　　同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記行使期限までに到着するようご返送く
ださい。

▪電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合
　　後記の「議決権行使のご案内」（43頁から44頁）をご参照のうえ、上記行使期限までに電磁的方
法により議決権をご行使ください。

敬　具

株 主 各 位
東京都千代田区麹町５丁目２番地１

代表取締役会長　河野　雅明

（証券コード8585）
2020年６月８日
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１. 日　時 2020年６月26日（金曜日）午前10時（受付開始は、午前９時を予定しております。）

２. 場　所 東京都千代田区麹町５丁目２番地１
当社本社３階大会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３. 目的事項 報告事項    １．  第60期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告の内容 
及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件

　　　　    ２．  第60期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類の内容 
報告の件

決議事項    第１号議案　剰余金処分の件
　　　　    第２号議案　取締役３名選任の件
　　　　    第３号議案　監査役２名選任の件

４.   招集に 
あたっての 
決定事項

⑴議決権行使書面と電磁的方法による方法と重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法
による議決権行使を有効なものといたします。

⑵電磁的方法により、複数回議決権を行使された場合は、最後の議決権行使を有効なものとい
たします。

⑶代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書面とともに会場受付にご提出ください。
なお、代理人は、当社の議決権を有する他の株主さま１名に限ることとさせていただきます。

⑷議決権の不統一行使をされる場合は、2020年６月22日までに、議決権の不統一行使を行う
旨とその理由を書面により当社株主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社にご通知くだ
さい。

以　上

◦当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◦本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」「会計監査人の状況」「取締役の職務の執行が
法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況
の概要」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、
法令及び定款第17条の規定に基づき、下記ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。なお、
本招集ご通知添付書類及び下記ウェブサイト掲載書類の第60期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項は、監査役が監
査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査をした書類であります。

◦株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、下記ウェブサイトにおいてお知らせいたします。
　 ウェブサイト：https://www.orico.co.jp/company/ir/stock/meeting/

記
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議案及び参考事項

第１号議案 剰余金処分の件

　当社における株主還元にあたっての基本方針は、強固な経営基盤を築くことにより、適正な自己資本の
水準を確保しつつ、安定的・継続的な配当を実施することとしており、また優先株式を買入れ償還するこ
とも当社の重要な経営課題としております。
　この方針に基づき、当社を取巻く環境や業績の動向等を勘案し、当期末の普通株式及び第一回Ⅰ種優先
株式の配当金を以下のとおりといたしたいと存じます。

１ 配当財産の種類：金銭

2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
・普通株式　　　　　：１株につき	 ３円00銭	 配当総額	 5,155,465,458円
・第一回Ⅰ種優先株式：１株につき	 28円76銭	 配当総額	 1,006,600,000円

3 剰余金の配当が効力を生じる日：2020年６月29日（月曜日）

株主総会参考書類
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第２号議案 取締役３名選任の件

　取締役前田公輔、中林美雄、齋藤雅之の各氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、指名・報酬
委員会の答申を踏まえて、取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。

飯
いい

盛
もり

 徹
てつ

夫
お

（1960年９月12日生）候補者番号

所有する当社の株式の数
普通株式20,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

　飯盛徹夫氏は、当社の筆頭株主であるとともに事業戦略上の重要なパートナーであるみずほグループ
（筆頭株主である株式会社みずほ銀行を含む）において、リテール、法人及び企画部門を統括した後、
みずほ信託銀行株式会社の取締役社長として３年間、企業経営に携わってこられました。メガバンクに
おける多様な知見と豊富な企業経営経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長
と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が
できると判断し、取締役として選任をお願いするものです。

取締役候補者とした理由

1

1984年４月 現、株式会社みずほ銀行入行
2011年４月 株式会社みずほフィナンシャル

グループ執行役員経営企画部長
2013年４月

2013年４月

2013年４月

同社常務執行役員リテールバンキング
ユニット長
株式会社みずほ銀行常務執行役員
リテールバンキングユニット長
株式会社みずほコーポレート銀行常務
執行役員みずほ銀行リテール
バンキングユニット連携担当

2014年４月 株式会社みずほ銀行常務執行役員
営業店業務部門長兼証券・
信託連携推進部担当役員

2016年４月

2016年４月

株式会社みずほフィナンシャル
グループ常務執行役員リテール・
事業法人カンパニー特定業務担当役員
株式会社みずほ銀行常務執行役員
リテール・事業法人部門共同部門長

2017年４月 みずほ信託銀行株式会社取締役社長
2020年４月 当社社長執行役員（現任）

新 任 株
主
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横
よこ

山
やま

 嘉
よし のり

（1964年12月14日生）候補者番号 3

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

　岡田智夫氏は、当社入社以来、営業部門において支店マネジメント等の業務に長く携わり、現在は常
務執行役員として事務及び事務プロセス改革部門を統括しております。当社業務執行責任者としての豊
富な経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しており、会社の持続的成長と中長
期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待で
きると判断し、取締役として選任をお願いするものです。

取締役候補者とした理由

1985年４月 当社入社
2013年４月 当社本社営業部長
2014年10月 当社事務グループ事務部長
2015年６月 当社執行役員

2018年10月 当社常務執行役員（現任）
当社プロセスイノベーション室担当

2019年４月 当社オペレーショングループ担当
（兼）プロセスイノベーション室担当
（現任）

岡
おか

田
だ

 智
とも

夫
お

（1961年５月23日生）候補者番号

所有する当社の株式の数
普通株式13,368株

2

（注）各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

新 任

新 任

所有する当社の株式の数
普通株式12,800株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

　横山嘉 氏は、当社入社以来、営業部門において支店マネジメント等の業務に長く携わり、現在は常
務執行役員として個品割賦事業及び決済・保証事業を統括しております。当社業務執行責任者としての
豊富な経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しており、会社の持続的成長と中
長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待
できると判断し、取締役として選任をお願いするものです。

取締役候補者とした理由

1988年４月 当社入社
2014年４月 当社営業推進グループ支店第四部長
2015年７月 Orico Auto Leasing（Thailand）

Ltd.社長
2016年６月 当社執行役員
2018年６月 当社経営企画グループ副担当
2019年１月 当社経営企画グループ副担当

（兼）経営企画グループ経営企画部長

2019年４月 当社常務執行役員（現任）
当社ビジネスプロモーショングループ
副担当

（兼）ビジネスプロモーショングループ
ビジネスプロモーション統括部長

2020年４月 当社ビジネスプロモーショングループ
副担当

（兼）ビジネスプロモーショングループ
東日本地域統括担当

（兼）ビジネスプロモーショングループ
ビジネスプロモーション統括部長（現任）
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（ご参考）
第２号議案が承認可決されたのちの取締役会の体制

氏　名 当社における地位・担当

河
こう

　野
の

　雅
まさ

　明
あき

取締役会長(兼)会長執行役員

飯
いい

　盛
もり

　徹
てつ

　夫
お

新 任 代表取締役社長(兼)社長執行役員

松
まつ

　尾
お

　秀
ひで

　樹
き

代表取締役副社長(兼)副社長執行役員

三
み

　宅
やけ

　幸
ゆき

　宏
ひろ 代表取締役(兼)専務執行役員

コンプライアンスグループ担当

板
いた

　垣
がき

　　　聡
さとし 取締役(兼)専務執行役員

人事・総務グループ担当

樋
ひ

　口
ぐち

　千
ち

　春
はる 取締役(兼)常務執行役員

業務統括グループ担当(兼)業務統括グループ業務統括部長

岡
おか

　田
だ

　智
とも

　夫
お

新 任 取締役(兼)常務執行役員
オペレーショングループ担当(兼)プロセスイノベーション室担当

横
よこ

　山
やま

　嘉
よし

　
のり

新 任
取締役(兼)常務執行役員
ビジネスプロモーショングループ担当
(兼)ビジネスプロモーショングループ東日本地域統括担当
(兼)ビジネスプロモーショングループビジネスプロモーション統括部長

大
おお

　庫
ご

　直
なお

　樹
き

社 外 独 立 取締役

犬
いぬ

　塚
づか

　靜
しず

　衞
え

社 外 独 立 取締役

新
しん

　宮
ぐう

　達
たつ

　史
し

社 外 取締役

岡
おか

　部
べ

　俊
とし

　胤
つぐ

社 外 取締役

西
にし

　野
の

　和
かず

　美
み

社 外 独 立 取締役
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第３号議案 監査役２名選任の件

　監査役中村敏彦、櫻井祐記の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名・報酬委員
会の答申を踏まえて、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

工
く どう

 恭
やす

久
ひさ

（1961年４月７日生）候補者番号

所有する当社の株式の数
普通株式1,500株

1
略歴、地位及び重要な兼職の状況
1987年４月 当社入社
2014年４月 当社営業推進グループ支店統括部部長
2016年４月 当社信用管理グループ信用管理部長
2018年４月 当社業務監査部長

2019年４月 当社業務監査部長
（兼）業務監査部ITシステム監査室長
（現任）

2020年４月 当社執行役員（現任）

　工 恭久氏は、当社入社以来、カード・融資事業等に携わり、支店統括、信用管理、業務監査部門の
責任者を務めてまいりました。当社の事業、業務に関する豊富な知見を有しており、取締役の業務執行
の適法性、会計監査の相当性を客観的な視点から公正に判定するとともに、有益な助言により当社経営
の健全性確保に貢献いただけると判断し、新たに監査役として選任をお願いするものです。

監査役候補者とした理由

新 任
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櫻
さくら

井
い

 祐
ゆう

記
き

（1952年９月11日生）候補者番号

所有する当社の株式の数
普通株式０株

監査役在任年数

４年
当期における取締役会
への出席状況
11／13回（84%）

当期における監査役会
への出席状況
15／16回（93%）

2
略歴、地位及び重要な兼職の状況

　櫻井祐記氏は、当社株主及び提携金融機関である富国生命保険相互会社において財務企画部門の業務
執行責任者および取締役を務め、更にグループ会社の社長として企業経営に携わってこられました。大
手生命保険における多様な知見と豊富な企業経営経験を有していることから、取締役の業務執行の適法
性、会計監査の相当性を広範な視点から公正に判定するとともに、有益な助言により当社経営の健全性
確保に貢献いただけると判断し、引き続き社外監査役として選任をお願いするものです。
　なお、富国生命保険相互会社は当社の株主であり、信用保証の提携金融機関という関係にあります。

　当社は、櫻井祐記氏と、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責
任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏が
選任された場合、当社は同氏との当該契約を継続する予定であります。

社外監査役候補者とした理由

責任限定契約

1976年４月 富国生命保険相互会社入社
2003年４月 同社財務企画部長
2007年７月 同社取締役
2009年４月 同社取締役 執行役員
2009年６月 富国生命投資顧問株式会社

代表取締役社長
2014年４月 富国生命保険相互会社常務執行役員

2014年６月 フコクしんらい生命保険株式会社
社外取締役（現任）

2014年７月 富国生命保険相互会社取締役 
常務執行役員

2016年６月 当社監査役(現任)
2019年４月 富国生命保険相互会社

取締役 専務執行役員（現任）

社 外再 任

（注）各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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(ご参考)

・取締役会が取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針
１．当社の取締役会は、社外取締役も含め、多様な知識や経験をもつ取締役で構成し、かつ、こうした多様性と適正
規模の両立を図ることを基本的な方針とする。

２．取締役候補者の指名にあたっては、社内取締役については、当社の業務に関する高度な専門知識を有し、かつ経
営判断能力及び経営執行能力に優れていることを要件とし、社外取締役については、豊富な企業経営経験を有す
る、又はリテール金融、経済、経営、法律、会計等の専門知識を有する、又はその他企業経営を取り巻く事象に
深い知見を有すること等を要件とする。これらの方針並びに要件を踏まえ、会長が取締役会に提案し、取締役会
の審議により候補者を決定する。

３．監査役候補者の指名にあたっては、取締役の業務執行の準拠性、適法性、会計監査の相当性を判断するうえで必
要とされる知識、経験、見識等を備えた人材であることを要件とし、監査役会の同意を得たうえで会長が取締役
会に提案し、取締役会の審議により候補者を決定する。

４．なお、取締役候補者及び監査役候補者の決定にあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委
員会の諮問・答申を踏まえるものとする。

・当社における社外取締役の独立性に関する判断基準
当社では、社外取締役が独立性を有すると判断する際には、現在及び最近（社外取締役として選任する株主総会の議
案の内容が決定された時点をいう）において、次のいずれにも該当しないことを要件とする。
１．当社の親会社又は兄弟会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人（以下、「業務執行者」
という）及び親会社の業務執行者でない取締役

２．当社又は当社の子会社（以下、「当社グループ」という）の取引先のうち、直近事業年度における年間取引額が当
社の連結売上高（注）又は当該取引先の連結売上高の２％を超える企業等の業務執行者
（注）連結売上高：当社の場合、連結営業収益

３．当社グループが借入れを行っている金融機関のうち、その借入金残高が直近の事業年度末において当社の連結総
資産又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関の業務執行者

４．直近の当社事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主（当該株
主が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する業務執行者又は業務を執行する社員若しくは理事
その他これらに準じる者をいう）

５．当社グループから役員報酬以外に過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコ
ンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団
体に所属する者をいう）

６．当社グループから過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の平均年間総費用の30％のいずれか大き
い額を超える寄付等を受けている者（その財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、その団体に
所属する者をいう）

７．その他、当社の一般株主との間で、上記各号にて考慮されている事由以外の理由で恒常的に実質的な利益相反の
生じるおそれがあると当社が判断した者

８．次の（1）又は（2）のいずれかに掲げる者（使用人のうち、重要ではない者を除く）の近親者（二親等以内の親族）
　　（1）上記１．から７．までに掲げる者
　　（2）当社グループの業務執行者及び業務執行者でない取締役

以　上



事業報告（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

添付書類

企業集団の現況に関する事項1

個品割賦事業　35.3%

その他事業　4.0%

カード・融資事業　34.9%

銀行保証事業　18.4%

決済・保証事業　7.4%

2,292億円
事業収益

事業収益構成比

営業収益

経常利益

2,431億円 営業利益 244億円

親会社株主に帰属
する当期純利益 206億円

前期比 28.5%減少　

前期比 11.3%増加　前期比 4.2%増加　

前期比 11.3%増加　
244億円

当期の業績

（1）事業の経過及び成果
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　当期におけるわが国経済は、雇用・所得環境等の改善を背景として個人消費に持ち直しが続くなど、緩やか
な回復を見せておりましたが、年明け以降におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が国内外におい
て深刻化しており、先行きにつきまして不透明感が増しております。
　このような状況のなか、当社におきましては中期経営方針の初年度として、当期の基本方針に「Innovation 
for Next Orico“新時代のオリコ”に向けた確かなる始動」を掲げ、強固な収益体質の再構築と新たなビジネ
スモデルの創出に向け、６つの基本戦略（デジタルイノベーションの実践、プロセスイノベーションの実践、
アジアへの事業展開の拡大、オリコグループのシナジー拡大、コンサルティング営業の強化、サステナビリ
ティ取組強化）に基づくアプローチを徹底してまいりました。
　当社の業績につきましては、以下のとおりであります。
　営業収益につきましては、2,431億円（前期比97億円増加）となりました。
　事業別の状況につきましては、カード・融資事業ではカードショッピングの取扱高及びカードショッピング
リボ残高が増加し、融資残高が減少となりましたが、事業収益は増加いたしました。
　決済・保証事業では、家賃決済保証や売掛金決済保証等の取扱高が増加したことに加え、連結子会社である
株式会社オリコフォレントインシュアが寄与したこと等により増収となりました。
　個品割賦事業では、取扱高が前期を上回ったことにより事業収益が増加いたしました。
　銀行保証事業では、保証残高が減少したことにより、事業収益は減少となりました。
　なお、詳細につきましては、「各事業の状況」に記載しております。
　営業費用につきましては、2,186億円（前期比72億円増加）となりました。
　一般経費は基幹システム稼動に伴う償却費が前期比45億円増加いたしましたが、プロセスイノベーション
の実践に取り組んだ結果、33億円の増加に留まりました。また、貸倒関係費は新型コロナウイルス感染症の
影響が国内外において深刻化していることを踏まえ、足許の状況から将来発生する損失を見積もり、貸倒引当
金を追加で繰り入れております。
　以上の結果、経常利益は244億円（前期比24億円増加）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益に
つきましては206億円となりましたが、前期に繰延税金資産の増加に伴う法人税等調整額を計上したこと等に
より前期比減少となりました。
　なお、当期における期末配当金につきましては、普通株式は期初配当予想のとおり１株当たり３円、第一回
Ⅰ種優先株式は定款に定められた配当金（１株当たり28円76銭）とさせていただく予定としております。
　また、優先株式の買入れ償還につきましては、2019年11月14日付で株式会社みずほ銀行より第一回Ⅰ種
優先株式15,000千株を取得及び消却いたしました。
　今後とも株主の皆さまのご期待に応えられるよう企業価値の向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜り
ますようお願い申しあげます。

　次に各事業の状況をご報告申しあげます。
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　決済・保証事業につきましては、家賃決済保証における新規提携先開拓の強化や、売掛金決済保証における
大型提携先への推進強化等により取扱高は前期を上回りました。なお、家賃決済保証では、当社の営業部門・
事務部門を株式会社オリコフォレントインシュアに移行し、一体運営の態勢を整備しております。
　これらの結果、決済・保証事業の事業収益は、168億円（前期比6.3％増加）となりました。

34.9％

■ 事業収益構成比
775

前期 当期

799
（単位：億円）■ 事業収益

カード・
融資事業

7.4％

■ 事業収益構成比
158

前期 当期

（単位：億円）
168

■ 事業収益

決済・
保証事業

　当社はキャッシュレス・消費者還元事業への参画のほか、地域金融機関と協同によるクレジットカード決済
インフラの普及に向けた支援等、キャッシュレス化の促進にも注力しております。
　カードショッピングにつきましては、ポイント還元率の高いプロパーカードである「Orico Card THE 
POINT」や大型提携カードである「コストコグローバルカード」が好調に推移したこと等により取扱高が増
加し、カードショッピングリボ残高も着実に増加いたしました。なお、第４四半期につきましては、新型コロ
ナウイルス感染症の影響等により取扱高伸長率は鈍化しております。
　融資につきましては、ローンカードの新規会員向け稼働促進施策等を実施いたしましたが、融資残高は前期
末を下回りました。　
　これらの結果、カードショッピングの事業収益は542億円（前期比7.8％増加）、融資の事業収益は256億円

（前期比5.5％減少）となり、カード・融資事業全体の事業収益といたしましては、799億円（前期比3.1％増加）
となりました。
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　個品割賦事業におきましては、大型提携先への推進強化やWebを活用した多彩な商品の提供等によるお客
さまの利便性向上にも注力してまいりました。
　オートローンにつきましては、中古車専業店の取扱いが増加したことに加え、お客さまのニーズを捉えた商
品の拡充等によりオートリースが好調に推移し、海外でのオートローンも営業拠点を新たに開設するなど順調
に拡大したことから取扱高は前期を上回りました。なお、第４四半期につきましては、新型コロナウイルス感
染症の影響等により取扱高は前年同期を下回りました。
　ショッピングクレジットにつきましては、住宅リフォームの取扱いが増加したこと等により、取扱高は前期
を上回りました。なお、第４四半期につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響等により主に住宅リ
フォームにおいて、サプライチェーン停滞に伴う納期の遅れの影響を受けたこと等により取扱高は落ち込みま
した。
　これらの結果、個品割賦事業の事業収益は、808億円（前期比4.2％増加）となりました。

　銀行保証事業につきましては、与信管理厳格化の取組等により、保証残高は減少となりました。引き続き金
融機関との深度あるコミュニケーションに努め、ニーズに適応した幅広い商品の提供にも注力してまいります。
　この結果、銀行保証事業の事業収益は、422億円（前期比3.5％減少）となりました。

35.3％

■ 事業収益構成比
775

前期 当期

808
（単位：億円）■ 事業収益

個品
割賦事業

18.4％

■ 事業収益構成比
438

前期 当期

（単位：億円）
422

■ 事業収益

銀行
保証事業
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その他事業
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　日本債権回収株式会社等のサービサー会社２社をはじめ、クレジット関連業
務の各種業務代行や情報処理サービス等を担うグループ会社各社は、主要業務
の成長とその周辺業務の拡大及びグループ内での連携による生産性向上に取り
組んでおります。
　これらの結果、その他事業の事業収益は91億円（前期比7.5％減少）となりま
した。

　なお、2019年５月に、LINE Financial株式会社、株式会社みずほ銀行及び当社を引受先とした、LINE 
Credit株式会社による第三者割当増資が完了し、同社を当社の持分法適用関連会社としております。これによ
り当社は、共同事業による新たなマーケットへの融資事業の拡大、及び多様なデータの活用によるデータビジ
ネスへの挑戦等、新たなビジネスへの展開をめざしてまいります。
　また、2019年９月に、フィリピンにファイナンス会社を設立し、フィリピンでのオートローン事業に参入
しております。当社がこれまで日本国内やタイで培ったノウハウを最大限活用し、他社との差別化を図りなが
らアジアでの収益拡大を担う重要な子会社をめざすとともに、オートローン事業の拡大を通じて、フィリピン
の自動車市場の発展に貢献できるよう努めてまいります。

（2）設備投資等の状況

　当期におきまして実施した設備投資の主なものは、お客さま及び加盟店サービス向上を目的としたシステム
投資及び事務所用建物に対する投資であります。

（3）資金調達の状況

　当期の借入金は624億円増加し、当期末での借入残高は１兆2,394億円（うち短期借入金671億円、長期借
入金１兆1,723億円）となりました。
　コマーシャルペーパーにつきましては137億円増加し、期末残高は2,804億円となりました。
　なお、債権流動化により調達した資金は１兆2,734億円であります。
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　また、以下のとおり、社債の発行によって総額300億円を調達いたしました。
発行銘柄 発行日 発行総額 償還期日

第21回国内公募無担保社債 2019年４月12日 50億円 2024年４月12日

第22回国内公募無担保社債 2019年４月12日 150億円 2026年４月10日

第23回国内公募無担保社債 2019年７月22日 100億円 2029年７月20日

（4）対処すべき課題

　当社は2020年３月期を初年度とする３ヵ年の中期経営方針において、「Innovation for Next Orico“新時
代のオリコ”」を基本方針に掲げ、強固な収益体質の再構築と新たなビジネスモデルの創出を実現していきた
いと考えております。そのために、カード・融資事業と決済・保証事業を「成長事業」、個品割賦事業と銀行
保証事業を「基幹事業」とし、６つの基本戦略（デジタルイノベーションの実践、プロセスイノベーションの
実践、アジアへの事業展開の拡大、オリコグループのシナジー拡大、コンサルティング営業の強化、サステナ
ビリティ取組強化）に基づくアプローチを徹底しており、基本戦略は着実に進捗しております。
　当社を取り巻く環境におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が国内外において深刻化しており、
先行きにつきまして不透明感が増しております。
　当社においては、中期経営方針２年目となる2021年３月期につきましては、危機管理を最優先とし、状況
の変化に柔軟かつ適切に対応していくことが重要と考えており、「Innovation for Next Orico“新時代のオ
リコ”に向けた着実なる前進」を基本方針として取り組んでまいります。
　なお、新型コロナウイルス感染症が収束し経済活動が回復するまでは、営業収益を大きく伸長させていくこ
とは困難であり、また新型コロナウイルス感染症が長期化すれば債権内容が劣化し貸倒関係費が増加すること
も懸念されます。そうした中で当社としては中期経営方針の基本戦略でもある「プロセスイノベーションの実
践」を強化し、強固な収益体質を構築することで、新型コロナウイルス感染症の収束後に飛躍できるよう礎を
固めることが重要であると認識しております。
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　中期経営方針における各事業別の取組については、以下のとおりであります。
成長事業
　カード・融資事業のカードショッピングはキャッシュレス化が益々加速する中で、大型提携先の開発強化に
よる会員基盤の更なる拡充やみずほグループとの連携強化によるシナジー効果を最大限取り込んでいくととも
に、FinTech分野等での新規事業の創出にも挑戦してまいります。
　決済・保証事業につきましては、家賃決済保証や売掛金決済保証等の取組強化に加え、小口リース保証の取
組も高度化してまいります。なお、当社の強みである与信・回収力を最大限生かした商品の開発やサービスの
拡充に加え、家賃決済保証においては株式会社オリコフォレントインシュアとの一体運営により業界トップク
ラスのプレゼンス確立をめざしてまいります。
基幹事業
　個品割賦事業につきましては、全国の営業店ネットワーク等を活用した「コンサルティング営業」の実践に
より、個品割賦市場におけるプレゼンスの維持・拡大に努めるとともに、お客さまのニーズを的確に捉えた付
加価値の高い商品・サービスを提供すること等、オリコグループシナジーを最大限発揮し新たな収益モデルの
創出にも挑戦してまいります。
　銀行保証事業につきましては、基幹システムを活用した与信モデルの高度化に取り組むとともに、株式会社
みずほ銀行との連携強化や提携金融機関へオリコグループの決済・金融サービスを重層的に提案するなど、深
度あるコミュニケーションに努め、より強固な収益基盤を構築してまいります。

　当社は、今後も真に社会から存在意義を認められ、分割・決済ニーズのあるお客さまに最高の金融サービ
ス・商品を提供することにより、お客さまの豊かな生活と夢の実現に貢献していくことを通じて、持続可能な
社会の実現と企業価値の向上を全社一丸となってめざしてまいります。
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① 企業集団の財産及び損益の状況の推移
2016年度
第57期

2017年度
第58期

2018年度
第59期

2019年度
（当期）第60期

取扱高 （百万円） 4,187,651 4,529,683 5,056,384 5,387,473

営業収益 （百万円） 213,693 224,398 233,369 243,135

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 28,690 28,021 28,877 20,654

１株当たり当期純利益 （円） 15.44 13.28 15.19 10.85

総資産 （百万円） 5,329,058 5,475,341 5,542,940 5,584,777

純資産 （百万円） 303,908 259,405 256,468 251,569

（5）財産及び損益の状況の推移

（百万円）

16年度 17年度 18年度 19年度
（当期）

4,187,651
4,529,683

5,056,384
5,387,473

（百万円）

16年度 17年度 18年度 19年度
（当期）

213,693 224,398
233,369 243,135

16年度 17年度 18年度 19年度
（当期）

28,690 28,021 28,877

20,654

（百万円） （円）

16年度 17年度 18年度 19年度
（当期）

15.44
13.28

15.19

10.85

■ 取扱高 ■ 営業収益 ■ 親会社株主に帰属する
　 当期純利益

■ １株当たり当期純利益 
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１．企業集団の取扱高は、信販業の主要部門によるものを記載しております。
２．営業収益は、消費税等を除いて表示しております。

（注）

② 当社の財産及び損益の状況の推移
2016年度
第57期

2017年度
第58期

2018年度
第59期

2019年度
（当期）第60期

取扱高 （百万円） 4,306,170 4,494,166 4,855,805 5,182,877

営業収益 （百万円） 201,526 207,473 212,207 225,667

当期純利益 （百万円） 27,138 25,258 25,552 23,976

１株当たり当期純利益 （円） 14.61 11.67 13.25 12.78

総資産 （百万円） 5,252,718 5,383,954 5,452,817 5,492,852

純資産 （百万円） 287,591 233,520 232,554 235,443

（百万円）

16年度 17年度 18年度 19年度
（当期）

4,306,170
4,494,166

4,855,805
5,182,877

（百万円）

16年度 17年度 18年度 19年度
（当期）

201,526 207,473
212,207

225,667

（百万円）

16年度 17年度 18年度 19年度
（当期）

27,138 25,258 25,552 23,976

（円）

16年度 17年度 18年度 19年度
（当期）

14.61
11.67

13.25 12.78

■ 取扱高 ■ 営業収益 ■ 当期純利益 ■ １株当たり当期純利益 
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（6）重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況
　　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

日本債権回収株式会社 700百万円 100.00％ 債権管理回収業

株式会社オリコフォレントインシュア 391百万円 100.00％ 賃貸保証業

（注） 上記重要な子会社を含め連結子会社の数は15社、持分法適用関連会社の数は６社であります。

（7）主要な事業内容（2020年３月31日現在）

　当社グループの主要事業は、カード・融資事業、決済・保証事業、個品割賦事業、銀行保証事業、その他事
業であり、その他事業として債権管理回収業や信販周辺の受託業務等、お客さまのニーズに応じた幅広いサー
ビスの提供を行っております。
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（8）主要な営業所（2020年３月31日現在）

① 当社の主要な営業所
　　【本　社】東京都千代田区麹町５丁目２番地１
　　【営業店】

地域区分 主な営業店 店舗数合計

北 海 道 　 地 　 区 札幌支店　ほか 3

東 　 北 　 地 　 区 仙台支店、郡山支店、盛岡支店　ほか 10

関 　 東 　 地 　 区 新宿支店、横浜支店、千葉支店、群馬支店
さいたま支店、宇都宮支店、水戸支店　ほか 39

中 　 部 　 地 　 区 名古屋支店、新潟支店、静岡支店　ほか 17

近 　 畿 　 地 　 区 大阪支店、神戸支店、京都支店　ほか 16

中 　 国 　 地 　 区 広島支店、岡山支店　ほか 9

四 　 国 　 地 　 区 松山支店、高松支店　ほか 4

九 　 州 　 地 　 区 福岡支店、熊本支店、沖縄支店　ほか 15

合　計 113

② 重要な子会社の主要な営業所
会社名 本社所在地 主な営業拠点

日本債権回収株式会社 東京都千代田区 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡

株式会社オリコフォレントインシュア 東京都港区 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡、沖縄
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（9）従業員の状況（2020年３月31日現在）

① 企業集団の従業員数の状況
従業員数 前期末比増減数

4,652名（4,133名） 33名減少（199名減少）

② 当社の従業員数の状況
従業員数 前期末比増減数 平均年齢 勤続年数

3,432名（3,203名）
〔うち男性1,798名、女性1,634名〕

172名減少（108名減少） 41.6歳 16.3年

（注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（嘱託社員を含む）は（　）内に年間の平均雇用人員を外数で記載しております。

（10）主要な借入先（2020年３月31日現在）

借入先 借入金残高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 214,885百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 137,004百万円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 117,500百万円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 100,000百万円

農 林 中 央 金 庫 73,551百万円

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 65,000百万円

信 金 中 央 金 庫 41,000百万円

朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 35,780百万円

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 35,503百万円

株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行 31,000百万円



会社の株式に関する事項（2020年３月31日現在）2
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（1）発行可能株式総数
　普通株式 1,825,000,000株
　優先株式 140,000,000株

（2）発行済株式の総数
　普通株式 1,718,494,703株 （自己株式6,217株を含む）
　優先株式 35,000,000株
（注）  2019年10月30日開催の取締役会決議に基づき、同年11月14日付で株式会社みずほ銀行より第一回Ⅰ種優先株式15,000

千株を取得し、同日付で当該株式を消却いたしました。

（3）株主数
　普通株式 30,709名
　優先株式 １名

（4）大株主の状況
　普通株式及び第一回Ⅰ種優先株式の合計所有株式数

株主名 持株数 持株比率

株式会社みずほ銀行 871,403千株 49.69％

伊藤忠商事株式会社 284,049千株 16.19％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 126,789千株 7.23％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 29,972千株 1.70％

東京センチュリー株式会社 15,362千株 0.87％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 13,401千株 0.76％

日本土地建物株式会社 11,500千株 0.65％

JP MORGAN CHASE BANK 385151 11,085千株 0.63％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 10,843千株 0.61％

STATE STREET BANK WEST CLIENT－TREATY 505234 8,252千株 0.47％

（注）  持株比率は自己株式（普通株式6,217株）を控除して計算しております。なお、自己株式には業績連動型株式報酬制度「株式給
付信託（BBT）」の導入に際して設定した、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する当社株式1,381千株は含
まれておりません。
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　なお、株式の種類ごとの大株主の状況は以下のとおりであります。
① 普通株式

株主名 持株数 持株比率

株式会社みずほ銀行 836,403千株 48.67％

伊藤忠商事株式会社 284,049千株 16.52％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 126,789千株 7.37％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 29,972千株 1.74％

東京センチュリー株式会社 15,362千株 0.89％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 13,401千株 0.77％

日本土地建物株式会社 11,500千株 0.66％

JP MORGAN CHASE BANK 385151 11,085千株 0.64％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 10,843千株 0.63％

STATE STREET BANK WEST CLIENT－TREATY 505234 8,252千株 0.48％

（注）  持株比率は自己株式（普通株式6,217株）を控除して計算しております。なお、自己株式には業績連動型株式報酬制度「株式給
付信託（BBT）」の導入に際して設定した、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する当社株式1,381千株は含
まれておりません。

② 第一回Ⅰ種優先株式
株主名 持株数 持株比率

株式会社みずほ銀行 35,000千株 100.00％



会社役員に関する事項3
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（1）取締役及び監査役の状況（2020年３月31日現在）

地　位 氏　名 担当及び重要な兼職の状況
取締役会長

（兼）会長執行役員 齋 藤 雅 之

代表取締役社長
（兼）社長執行役員 河 野 雅 明

代表取締役
（兼）専務執行役員 三 宅 幸 宏 コンプライアンスグループ担当

代表取締役
（兼）専務執行役員 前 田 公 輔 人事・総務グループ担当

代表取締役
（兼）専務執行役員 松 尾 秀 樹 管理グループ担当

取締役
（兼）常務執行役員 中 林 美 雄 ビジネスプロモーショングループ担当

取締役
（兼）常務執行役員 板 垣 　 聡 業務統括グループ担当（兼）業務統括グループ業務統括部長

取締役
（兼）執行役員 樋 口 千 春 ビジネスプロモーショングループ副担当

取締役 大 庫 直 樹
ルートエフ株式会社代表取締役
ルートエフ・データム株式会社代表取締役
株式会社T＆Dホールディングス社外取締役

取締役 犬 塚 靜 衞 公益財団法人渋沢栄一記念財団評議員
取締役 新 宮 達 史 伊藤忠商事株式会社執行役員

取締役 岡 部 俊 胤 株式会社みずほフィナンシャルグループ副会長執行役員
株式会社みずほ銀行取締役（監査等委員）

取締役 西 野 和 美
一橋大学大学院准教授
古河機械金属株式会社社外取締役
株式会社ミルテル社外取締役

常勤監査役 深 澤 雄 二
常勤監査役 中 村 敏 彦
常勤監査役 小 澤 好 正

監査役 櫻 井 祐 記 富国生命保険相互会社取締役 専務執行役員
フコクしんらい生命保険株式会社社外取締役

監査役 松 井 　 巖

八重洲総合法律事務所所属弁護士
長瀬産業株式会社社外監査役
東鉄工業株式会社社外監査役
グローブライド株式会社社外取締役監査等委員
株式会社電通グループ社外取締役
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（注） １．取締役大庫直樹、犬塚靜衞、新宮達史、岡部俊胤、西野和美の各氏は、社外取締役であります。
       ２．常勤監査役小澤好正並びに監査役櫻井祐記及び松井巖の各氏は、社外監査役であります。
       ３． 当社は、取締役大庫直樹、犬塚靜衞及び西野和美並びに監査役松井巖の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
       ４．2020年４月１日付で取締役の地位及び担当並びに重要な兼職の状況は、以下のとおり変更となっております。

氏　名 変更前 変更後

河 野 雅 明 代表取締役社長（兼）社長執行役員 代表取締役会長（兼）会長執行役員

松 尾 秀 樹 代表取締役（兼）専務執行役員
管理グループ担当 代表取締役副社長（兼）副社長執行役員

中 林 美 雄 取締役（兼）常務執行役員
ビジネスプロモーショングループ担当

取締役（兼）専務執行役員
ビジネスプロモーショングループ担当

齋 藤 雅 之 取締役会長（兼）会長執行役員 取締役

新 宮 達 史 取締役
伊藤忠商事株式会社執行役員

取締役
伊藤忠商事株式会社常務執行役員

岡 部 俊 胤
取締役
株式会社みずほフィナンシャルグループ
副会長執行役員
株式会社みずほ銀行取締役（監査等委員）

取締役
株式会社みずほフィナンシャルグループ
副会長執行役員
株式会社みずほ銀行取締役（監査等委員）
みずほ信託銀行株式会社取締役
みずほ証券株式会社取締役

（2）当事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏　名 退任日 退任事由 退任時の地位及び担当並びに重要な兼職の状況

藪 田 清 隆 2019年６月25日 任期満了 取締役（兼）専務執行役員
金融法人グループ担当

大 熊 知 顕 2019年６月25日 任期満了 取締役

木 山 　 博 2019年６月25日 任期満了 常勤監査役

髙 田 幸 治 2019年６月25日 辞　　任 常勤監査役

（3）責任限定契約の内容の概要

　当社と社外役員全員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定
する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。
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（4）取締役及び監査役の報酬等

① 当事業年度に係る報酬等の総額
区　分 員　数 報酬等の額

取 締 役 15名
（うち社外取締役　５名）

340百万円
（うち社外取締役　37百万円）

監 査 役 ７名
（うち社外監査役　４名）

71百万円
（うち社外監査役　33百万円）

合 　 計 22名
（うち社外役員　　９名）

411百万円
（うち社外役員　　70百万円）

（注） １．  上記の員数、報酬等の額には、2019年６月25日開催の第59期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名及
び監査役２名(うち社外監査役１名)が含まれております。

       ２． 上記の報酬等の額には、当事業年度に費用計上した業績連動型報酬額72百万円(役員賞与引当金繰入額31百万円及び役
員株式給付引当金繰入額40百万円)(取締役10名)が含まれております。
なお、2017年６月27日開催の第57期定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の導入
が決議され、併せて株式報酬型ストックオプションに関する報酬枠を廃止し、同日以降、取締役に対し、新たにストッ
クオプションの付与は行っておりません。

       ３． 取締役の報酬限度額は、2019年６月25日開催の第59期定時株主総会において、年額480百万円（うち社外取締役分60
百万円）と決議されております。
また、上記報酬限度額のほか、2017年６月27日開催の第57期定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度「株
式給付信託(BBT)」として、取締役(社外取締役を除く)に対し、177百万円(３事業年度ごと)を上限とした信託への拠
出が決議されております。

       ４．監査役の報酬限度額は、2010年６月25日開催の第50期定時株主総会において、年額90百万円と決議されております。

② 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
　　  当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬は、その役割と責任に応じた役位別定額の固定報酬と、会社等

の業績に応じて支給額が変動する業績連動報酬で構成し、更に業績連動報酬は、短期業績のみならず中
長期的な業績向上と企業価値増大に向けての健全なインセンティブとして機能するよう、現金報酬と株
式報酬で構成しております。なお、個人別の報酬額は株主総会で承認された報酬総額の範囲内で取締役
会の決議を経て決定しております。また、社外取締役におきましてはその職責を考慮し、業績連動報酬
の支給対象とはせず、固定報酬のみとしております。なお、当社の取締役の報酬制度の決定にあたって
は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の諮問・答申を踏まえて決定しております。
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（5）社外役員に関する事項

① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　・ 取締役大庫直樹氏は、ルートエフ株式会社及びルートエフ・データム株式会社の代表取締役であります。

なお、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
　・ 取締役新宮達史氏は、伊藤忠商事株式会社の執行役員であります。なお、伊藤忠商事株式会社は当社の大

株主という関係にあります。
　・ 取締役岡部俊胤氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの副会長執行役員であります。なお、株式

会社みずほフィナンシャルグループは、当社の筆頭株主である株式会社みずほ銀行の完全親会社という関
係にあります。

　・ 取締役西野和美氏は、一橋大学大学院の准教授であります。なお、当社と一橋大学との間には特別な関係
はありません。

　・ 監査役櫻井祐記氏は、富国生命保険相互会社の取締役 専務執行役員であります。なお、富国生命保険相
互会社は当社の株主であり、信用保証の提携金融機関という関係にあります。

　・ 監査役松井巖氏は、八重洲総合法律事務所所属の弁護士であります。なお、当社と八重洲総合法律事務所
との間には特別な関係はありません。

② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　・ 取締役大庫直樹氏は、株式会社T＆Dホールディングスの社外取締役であります。なお、当社と株式会社 

T＆Dホールディングスとの間には特別な関係はありません。
　・ 取締役犬塚靜衞氏は、公益財団法人渋沢栄一記念財団の評議員であります。なお、当社と公益財団法人渋

沢栄一記念財団との間には特別な関係はありません。
　・ 取締役岡部俊胤氏は、株式会社みずほ銀行の取締役（監査等委員）であります。なお、株式会社みずほ銀行

は当社の筆頭株主という関係にあります。
　・ 取締役西野和美氏は、古河機械金属株式会社及び株式会社ミルテルの社外取締役であります。なお、当社

と兼職先との間には特別な関係はありません。
　・ 監査役櫻井祐記氏は、フコクしんらい生命保険株式会社の社外取締役であります。なお、当社とフコクし

んらい生命保険株式会社との間には特別な関係はありません。
　・ 監査役松井巖氏は、長瀬産業株式会社及び東鉄工業株式会社の社外監査役並びにグローブライド株式会社

の社外取締役監査等委員、株式会社電通グループの社外取締役であります。なお、当社と兼職先との間に
は特別な関係はありません。
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③ 当事業年度における主な活動状況

地　位 氏　名 取締役会
出席回数

監査役会
出席回数 活動状況

取 締 役 大 庫 直 樹 13回／13回 －

コンサルタントとしての長年の経験で培った経営判断能
力と金融及びマーケティング分野に関する知見に基づき、
独立・公正な立場から、当社の取締役会の適切な意思決
定及び経営監督の実現のため、適宜必要な発言を行って
おります。

取 締 役 犬 塚 靜 衞 13回／13回 －
伝統ある上場企業の経営トップとしての長年に亘る経験
で培った経営判断能力に基づき、独立・公正な立場から、
当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現の
ため、適宜必要な発言を行っております。

取 締 役 新 宮 達 史 12回／13回 －
大手総合商社における業務執行責任者として培った経営
判断能力及び経験に基づき、広範な視点から、当社の取
締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現のため、適
宜必要な発言を行っております。

取 締 役 岡 部 俊 胤 10回／10回 －
メガバンクにおける業務執行責任者及び経営者として
培った知見及び経営判断能力に基づき、広範な視点から、
当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現の
ため、適宜必要な発言を行っております。

取 締 役 西 野 和 美 ９回／10回 －

大学院准教授として長年に亘る経営学の調査・研究で
培った実績及び企業経営に関する高い見識に基づき、独
立・公正な立場から、当社の取締役会の適切な意思決定
及び経営監督の実現のため、適宜必要な発言を行ってお
ります。

常勤監査役 小 澤 好 正 10回／10回 12回／12回
大手総合商社の海外子会社等における財務・経理やコン
プライアンス責任者として培った多様な知見及び豊富な
経験に基づき、客観的な視点から、当社経営の健全性確
保のための助言・提言を行っております。

監 査 役 櫻 井 祐 記 11回／13回 15回／16回
生命保険会社における財務企画部門の業務執行責任者及
び取締役並びに同社グループ会社社長として培った知見
及び企業経営経験に基づき、客観的な視点から、当社経
営の健全性確保のための助言・提言を行っております。

監 査 役 松 井 　 巖 12回／13回 15回／16回
法曹界における豊富な経験と高い見識に基づき、独立・
公正な立場から、当社経営の健全性確保のための助言・
提言を行っております。

（注）  取締役岡部俊胤氏及び西野和美氏並びに常勤監査役小澤好正氏につきましては、2019年６月就任以降の状況を記載しており
ます。

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

招
集
ご
通
知



コーポレートガバナンス
（ご参考）

33

【コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方】
　当社は、当社の基本理念等に基づき、目指すべき姿として「真に社会から存在意義を認められ、分割・
決済ニーズのあるお客さまに最高の金融サービス・商品を提供することにより、お客さまの豊かな生活と
夢の実現に貢献」を掲げ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。このためには、
経営の透明性やステークホルダーに対する公正性を確保し、かつ、迅速・果断な意思決定が重要であると
考えており、当社の経営環境を踏まえ、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。

【コーポレートガバナンスに関する基本方針】
１．当社は株主の権利を尊重し株主が適切に権利の行使ができる環境の整備と株主の平等性を確保する
ための適切な対応を行う。

２．当社は社会的責任の重要性を認識し、株主以外のステークホルダーとの適切な協働に向けた取組を
行う。

３．当社は財務情報や非財務情報について法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示
以外の情報提供にも主体的に取り組む。

４．当社の取締役会は株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ会社の持続的成長と中長期的な企業
価値の向上に向けた役割・責務を適切に果たす。

５．当社は経営戦略及び財務・業績状況等に関する情報を適時・適切に開示するとともに、ＩＲ活動の
充実を図り、株主・投資家等からの信頼と評価を得ることを目指す。

経営上の意思決定、執行及び監督に係る業務執行組織の概要は以下のとおりであります。

（注）当社は、取締役会の諮問機関として取締役、監査役及び執行役員の指名並びに報酬等の決定に関する手続の客観性及び透明性
を高めることを目的とし、過半数が独立社外役員で構成される任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。

株　　主　　総　　会

会長・社長

各　　グ　　ル　　ー　　プ　　等

指名・報酬委員会

選　任

選　定

選　任

監　査
会計監査人

選　任

会計監査

各種リスクの管理
ALM運営の審議 等

 

監査役会 監査役

経営会議

監査役室

業務監査委員会

コンプライアンス
の推進

コンプライアンス委員会

業務監査部
ITシステム監査室

取締役会

各種委員会



連結計算書類

34

連結貸借対照表（2020年３月31日） （単位：百万円　未満切り捨て）

区　分 金　額
（資産の部）
流動資産

現金及び預金 210,280
受取手形及び売掛金 265
割賦売掛金 1,230,959
信用保証割賦売掛金 2,632,394
資産流動化受益債権 606,756
集金保証前渡金 563,996
販売用不動産 884
その他 182,554
貸倒引当金 △147,125
流動資産合計 5,280,966

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 23,206
機械装置及び運搬具 8
土地 67,302
リース資産 1,953
建設仮勘定 404
その他 1,829
有形固定資産合計 94,705

無形固定資産
のれん 1,853
その他 131,519
無形固定資産合計 133,372

投資その他の資産
投資有価証券 14,009
長期貸付金 13,458
従業員に対する長期貸付金 14
退職給付に係る資産 1,286
繰延税金資産 34,509
その他 11,781
投資その他の資産合計 75,060
固定資産合計 303,138

繰延資産
社債発行費 673
繰延資産合計 673

資産合計 5,584,777

区　分 金　額
（負債の部）
流動負債

支払手形及び買掛金 689,481
信用保証買掛金 2,632,394
短期借入金 67,140
1年内償還予定の社債 25,000
1年内返済予定の長期借入金 345,831
リース債務 455
未払法人税等 1,872
賞与引当金 4,040
役員賞与引当金 71
ポイント引当金 2,564
割賦利益繰延 19,777
その他 489,362
流動負債合計 4,277,990

固定負債
社債 190,000
長期借入金 826,481
債権流動化借入金 13,458
リース債務 564
役員退職慰労引当金 24
役員株式給付引当金 162
ポイント引当金 3,758
利息返還損失引当金 13,733
退職給付に係る負債 1,914
その他 5,119
固定負債合計 1,055,217

負債合計 5,333,207
（純資産の部）
株主資本

資本金 150,051
資本剰余金 904
利益剰余金 98,826
自己株式 △268
株主資本合計 249,513

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,400
繰延ヘッジ損益 △143
為替換算調整勘定 48
退職給付に係る調整累計額 492
その他の包括利益累計額合計 1,797

新株予約権 55
非支配株主持分 202
純資産合計 251,569
負債純資産合計 5,584,777
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連結損益計算書（自2019年４月１日　至2020年３月31日） （単位：百万円　未満切り捨て）

区　分 金　額
営業収益

事業収益
信販業収益 221,807
その他の事業収益 7,396 229,203

金融収益
受取利息及び受取配当金 291
その他の金融収益 1,833 2,124

その他の営業収益 11,806
営業収益合計 243,135

営業費用
販売費及び一般管理費 206,111
金融費用
支払利息 8,591
その他の金融費用 1,690 10,282

その他の営業費用 2,301
営業費用合計 218,695

営業利益 24,439
経常利益 24,439
特別利益
有形固定資産売却益 279
投資有価証券売却益 33
受取負担金 1,655 1,968

特別損失
有形固定資産売却損 228
有形固定資産除却損 26
リース資産除却損 241
ソフトウエア除却損 640
投資有価証券売却損 0
出資金償還損 15
投資有価証券評価損 10 1,163
税金等調整前当期純利益 25,245
法人税、住民税及び事業税 3,225
法人税等調整額 1,357 4,582
当期純利益 20,662
非支配株主に帰属する当期純利益 7

親会社株主に帰属する当期純利益 20,654
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区　分 金　額
（資産の部）
流動資産

現金及び預金 203,268
割賦売掛金 1,187,194
信用保証割賦売掛金 2,593,920
資産流動化受益債権 606,756
信用保証信託受益権 15,682
短期貸付金 90,226
関係会社短期貸付金 20,620
集金保証前渡金 563,996
前払費用 2,810
未収収益 3,617
立替金 15,384
その他 36,738
貸倒引当金 △140,514
流動資産合計 5,199,703

固定資産
有形固定資産
建物 19,625
構築物 115
工具、器具及び備品 1,356
土地 60,743
リース資産 1,937
建設仮勘定 404
その他 0
有形固定資産合計 84,184

無形固定資産
電話加入権 744
施設利用権 14
ソフトウエア 129,068
無形固定資産合計 129,827

投資その他の資産
投資有価証券 5,142
関係会社株式 13,637
出資金 636
長期貸付金 16,130
従業員に対する長期貸付金 14
長期前払費用 2,069
前払年金費用 395
繰延税金資産 32,002
敷金 3,934
その他 4,502
投資その他の資産合計 78,464
固定資産合計 292,476

繰延資産
社債発行費 673
繰延資産合計 673

資産合計 5,492,852

区　分 金　額
（負債の部）
流動負債

支払手形 18,355
買掛金 670,566
信用保証買掛金 2,593,920
短期借入金 41,300
1年内償還予定の社債 25,000
1年内返済予定の長期借入金 344,434
コマーシャル・ペーパー 280,400
リース債務 448
未払金 10,726
未払費用 1,379
未払法人税等 533
預り金 195,591
前受収益 19
賞与引当金 3,223
役員賞与引当金 71
ポイント引当金 2,564
割賦利益繰延 15,068
その他 403
流動負債合計 4,204,006

固定負債
社債 190,000
長期借入金 826,248
債権流動化借入金 13,458
リース債務 554
退職給付引当金 953
役員株式給付引当金 162
ポイント引当金 3,758
利息返還損失引当金 13,733
長期預り保証金 4,120
その他 412
固定負債合計 1,053,402

負債合計 5,257,408
（純資産の部）
株主資本

資本金 150,051
資本剰余金
資本準備金 886
資本剰余金合計 886

利益剰余金
利益準備金 1,492
その他利益剰余金
　繰越利益剰余金 81,902
利益剰余金合計 83,395

自己株式 △254
株主資本合計 234,079

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,396
繰延ヘッジ損益 △88
評価・換算差額等合計 1,308

新株予約権 55
純資産合計 235,443
負債純資産合計 5,492,852

貸借対照表（2020年３月31日） （単位：百万円　未満切り捨て）
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区　分 金　額
営業収益

事業収益
包括信用購入あっせん収益 54,257
個別信用購入あっせん収益 70,423
信用保証収益 58,590
融資収益 25,726
その他 2,263 211,261

金融収益
受取利息 168
その他の金融収益 7,530 7,699

その他の営業収益 6,707
営業収益合計 225,667

営業費用
販売費及び一般管理費 188,855
金融費用
支払利息 6,811
社債利息 1,268
社債発行費償却 215
その他の金融費用 1,469 9,764

その他の営業費用 777
営業費用合計 199,398

営業利益 26,269
経常利益 26,269
特別利益
有形固定資産売却益 278
投資有価証券売却益 33
関係会社株式売却益 65
受取負担金 1,655 2,033

特別損失
有形固定資産売却損 188
リース資産除却損 241
ソフトウエア除却損 642
投資有価証券売却損 0
出資金償還損 15
投資有価証券評価損 10 1,099
税引前当期純利益 27,204
法人税、住民税及び事業税 1,757
法人税等調整額 1,470 3,227
当期純利益 23,976

損益計算書（自2019年４月１日　至2020年３月31日） （単位：百万円　未満切り捨て）
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独立監査人の監査報告書
2020年５月14日

株式会社オリエントコーポレーション
　取　締　役　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加　藤　信　彦 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 長　谷　川　敬 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社オリエントコーポレーションの2019年４月１日から
2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
社オリエントコーポレーション及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 以　上　
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独立監査人の監査報告書
2020年５月14日

株式会社オリエントコーポレーション
　取　締　役　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加 藤 信 彦 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 長 谷 川 敬 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社オリエントコーポレーションの2019年４月１日か
ら2020年３月31日までの第60期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 以　上　
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第60期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作
成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取

締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(２)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門

その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施し
ました。

　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及
びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第
３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
の状況を監視及び検証いたしました。

　　　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査
の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
(１)事業報告等の監査結果
　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
　③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
　　　また、当該取締役会決議に基づく内部統制システムの構築及び運用についても、経営環境の変化等に応じ、継続的に見

直し、改善が行われており、指摘すべき事項は認められません。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報
告書の作成時点において有効である旨の報告を取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から受けております。

(２)計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(３)連結計算書類の監査結果
　　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　　　　2020年５月21日

株式会社オリエントコーポレーション　監査役会
常勤監査役 深 澤 雄 二 ㊞
常勤監査役 中 村 敏 彦 ㊞
常勤監査役 小 澤 好 正 ㊞
監 査 役 櫻 井 祐 記 ㊞
監 査 役 松 井 　 巖 ㊞

（注）　常勤監査役小澤好正、監査役櫻井祐記及び監査役松井巖は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査
役であります。

監査役会の監査報告

以　上
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株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
前記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございますが、新型コロナウイルス感染拡大防止に
向け可能な限り、インターネットまたは書面によって議決権を行使いただくことをご検討ください。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使のご案内

株主総会に
ご出席する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、
同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

2020年６月26日（金曜日）
午前10時

株主総会開催日時

インターネットで議決権を
行使する方法

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

2020年６月25日（木曜日）
午後５時30分入力完了分まで

行使期限

書面（郵送）で議決権を
行使する方法

同封の議決権行使書用紙に各議案の
賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

こちらに議案の賛否をご記入ください。

2020年６月25日（木曜日）
午後５時30分到着分まで

行使期限

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたしま
す。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

第１号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号・第３号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

43



インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　平日午前９時～午後９時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」の議決権行使は１回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の

「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※  QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト

へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

見本

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック
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持続可能
な社会の
実現

企業価値
の向上

社
会
的
課
題
の
解
決

具体的な取り組み関連するSDGs

安心・安全で利便性の高い
金融商品・サービスの提供

持続可能な地域づくりへの貢献

環境に配慮した取り組み

人材の多様性と育成および
働き方改革

重要テーマ

2

4

ガバナンスの強化5

１

3

成
長
を
め
ざ
す

成
長
を

支
え
る

基
盤

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

創
造
性

当社は、ステークホルダーの期待や要請を踏まえ、さまざまな社会課題の中から優先的に取り組む重要テーマを選
定し、基本理念に掲げる「社会に貢献する企業」に相応しい金融商品・サービスの提供などの取り組みを通じて、持
続可能な社会の実現と企業価値の向上をめざします。

サステナビリティ基本方針

（ご参考）

当 社 に お け る サ ス テ ナ ビ リ テ ィ の 推 進 体 制 は、 
サステナビリティ推進室がさまざまな企画を検討・立
案し、重要事項については経営会議や取締役会にて審
議・決定しております。また、年度の取り組み状況な
どについても、経営会議･取締役会に報告しております。
なお、当社のサステナビリティの取り組み状況や実績
などについては、年１回発行するサステナビリティレ
ポートやWebサイトを通じてステークホルダーに開示
しております。

サステナビリティ取組強化

取締役会、経営会議

付議・報告

連携

対話

推進・実行（PDCAサイクル)

企画立案・目標
設定・進捗管理

サステナビリティ
情報開示

監督・指示

サステナビリティ推進室

事業グループ／オリコグループ会社

ステークホルダー
お客さま、株主・投資家さま、加盟店・お取引先さま、従業員、地域社会
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オリコが掲げる５つの重要テーマ

昨今、スマートフォンやQRコードを活用した
独自決済サービスの開発などが盛んに行われ、
国内におけるキャッシュレス比率の拡大に向け
た動きが加速しています。
当社は安心・安全で利便性の高い金融商品や
サービスの提供、セキュリティ対策などを通じ
てキャッシュレス社会の実現に貢献していくと
ともに、オープンイノベーションによる新たな
ビジネスモデルの構築やアジア諸国における成
長市場の持続的な成長をめざします。

重要テーマ 1

安心・安全で利便性の高い金融商品・サービスの提供

深刻化する国内の生産年齢人口の減少や高齢
化などによって、地域活力の低下が予測され
ています。
当社では、地方自治体などと連携のうえ、競
争優位な多数の金融商品・サービスや当社の
ネットワークを活用し、地域の雇用や経済を
支える中小企業を中心とした産業支援や世代
を超えた地域の交流機会の拡大など、地域活
性化に資する新たなビジネス機会を創出し、
持続可能な地域経済に貢献してまいります。

重要テーマ 2

持続可能な地域づくりへの貢献

持続可能な地域経済への貢献

地域における高齢化 地域活力の低下 都市への一極集中 中小企業の事業継承・
育成問題

社会背景

地域住民

地方自治体 金融機関

企業

地域課題解決 中小企業支援

連携 提携

安心・安全で利便性の高い金融商品・サービスの提供

キャッシュレス社会の実現に向けて

決済サービスの
多様化

キャッシュレス化の
加速

外国人訪日客の
増加

サイバー攻撃の
脅威

AI・IoT技術の
進化 グローバル化

クレジットカードの利用拡大

クレジットカード利用層以外の
キャッシュレスニーズへの対応
地域金融機関に対する
キャッシュレスへのサポート
東南アジア・中国における
オートローンなどの利用拡大
ライフスタイルの変化に対応した
利便性の高い商品の提供

利便性向上、セキュリティ強化に向けて

新カスタマーシステムの構築

サイバーセキュリティ対策強化

情報セキュリティに関する認証維持・拡大

審査業務の完全自動化

最先端のデジタル技術の活用による
新たな商品・サービスの提供

社会背景
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重要テーマ 3 環境に配慮した取り組み
低炭素・循環型社会の実現

社会背景

金融商品・サービスを
通じた環境貢献

事業活動に伴う
環境負荷削減
ペーパレス化推進
リユース促進
グリーン購入推進

エネルギー使用量削減

太陽光・蓄電池などのローンや
売掛金決済保証の推進
カード利用明細書の電子化
Webクレジットの推進
グリーンボンド発行

気候変動 資源枯渇 ごみ問題 生態系破壊

近年、地球温暖化など環境問題が深刻化しており、
大量生産・大量消費・大量廃棄を前提にした社会
システムやライフスタイルを見直し、持続可能な
開発を進めていくことが求められています。
企業への社会的要請も急速に高まるなか、当社
はコアビジネスで培った事業ノウハウの活用や
新たなビジネス機会の創出などによって、低炭
素･循環型社会の実現に向けた取り組みを進めて
おります。

重要テーマ 4 人材の多様性と育成および働き方改革
日本における少子高齢化と人口減少が進むなか、
当社では事業成長に必要な人材の確保や女性活躍、
障がい者雇用、LGBTなどのダイバーシティの推
進・啓発に取り組んでおります。
また、従業員の意欲や能力を引き出すための教育
研修制度、業務知識習得支援による人材育成、
ワーク・ライフ・バランスなど、働き方改革にも
取り組むとともに、社員の健康を第一に考え、健
康経営を実践しております。

重要テーマ 5 ガバナンスの強化
透明で実効性のあるガバナンスが求められるなか、
当社は事業戦略の着実な遂行などを支えるガバナ
ンス体制の更なる強化に取り組んでおります。
また、株主・投資家さま、お客さま、従業員、地
域社会などからの信頼をより高めていくとともに、
SDGsの達成やESG（環境・社会・ガバナンス）
の視点から、グローバルな社会的課題解決に向け
て取り組み、持続的な成長による企業価値の向上
をめざしております。

取り組み項目 内容 目標および取り組みの方向性

コーポレート
ガバナンス・
コードへの
対応

全項目のコンプライに
向けた検討

コーポレートガバナンス・コードへの対応
（女性取締役・取締役会の実効性向上など）
に向けて取り組む

サステナビリティ取り組み
における取締役会の
適切な関与

取締役会におけるサステナビリティへの適切
な関与を実行する

サステナビリティ戦略や
ESGパフォーマンスなど
非財務情報の開示の充実

（Webサイト構築、
レポート発行等）

サステナビリティなどの非財務情報の開示を
充実させ、ステークホルダーとの対話を促進
する

コンプライ
アンスの遵守

階層別研修、
オリコード研修などの実施

オリコード研修、コンプライアンス・トップ
セミナーなどのコンプライアンス研修を実施
しコンプライアンスへの取り組みを推進する

取り組み項目と目標および取り組みの方向性

人材の多様性と育成および働き方改革の推進

労働力人口減少 人材獲得競争激化 就業観の多様化 脱長時間労働 社会的マイノリティへの無理解や偏見

テレワーク

スライドワーク

サバティカル休職制度

キャリアアップ転勤制度

ジョブリターン制度

カジュアルBiz

継続勤務支援制度

学習機会の充実

多様性の受容

健康意識の醸成

社会背景

働き方
改革

教育・
育成

健康経営
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雙葉学園

新宿通り

三井住友銀行

セブン＆アイ・
ホールディングス

公園
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町
口

オリコ本社ビル
(株主総会会場)

JR四ツ谷駅
東京メトロ
丸ノ内線
四ツ谷駅

東京メトロ
南北線
四ツ谷駅

東京メトロ
有楽町線
麹町駅

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

東京都千代田区麹町５丁目２番地１
当社本社３階大会議室　　電話（03）5877－1111

鉄　道　JR四ツ谷駅（麹町口）より徒歩５分
地下鉄　東京メトロ丸ノ内線、南北線四ツ谷駅（赤坂口）より徒歩５分
　　　　東京メトロ有楽町線麹町駅（２番出口）より徒歩５分

会　場

交　通

当会場には駐車場の用意が
ございませんので、お車での
ご来場はご遠慮くださいま
すよう、お願い申しあげます。

株主総会会場
ご案内図

お願い


